
お 知 ら せ
i n f o r m a t i o n

　
　

お
知
ら
せ

　
　

募
集

国
の
教
育
ロ
ー
ン
の
お
知
ら
せ

　

日
本
政
策
金
融
公
庫
国
民
生

活
事
業
で
は
、
高
校
や
短
大
、

大
学
な
ど
に
入
学
・
在
学
中
に

必
要
な
資
金
の
貸
し
付
け
を
し

て
い
ま
す
。

　

入
学
金
や
授
業
料
の
ほ
か
、

受
験
時
の
交
通
費
や
宿
泊
費
、

在
学
中
の
通
学
費
な
ど
に
も
利

用
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
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「
家
計
と
お
金
の
悩
み
に
関
す
る

無
料
相
談
会
」を
開
催
し
ま
す

　

財
務
省
福
島
財
務
事
務
所
で

は
、
専
門
相
談
員
が
家
計
や
借

金
の
状
況
な
ど
を
お
伺
い
し
、

家
計
の
見
直
し
に
関
す
る
ア
ド

バ
イ
ス
や
必
要
に
応
じ
て
弁
護

士
な
ど
の
専
門
家
に
引
き
継
ぎ

を
行
う「
家
計
と
お
金
の
悩
み
に

関
す
る
無
料
相
談
会
」を
下
記
の

と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　

返
し
き
れ
な
い
借
金
で
お
悩

み
の
方
、
生
活
資
金
不
足
に
よ

り
返
済
困
難
な
方
な
ど
、
ど
な

た
で
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

ま
ず
は
一
人
で
悩
ま
ず
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

平
成
30
年
度
社
会
福
祉
法
人

田
村
福
祉
会
職
員
募
集

　

田
村
福
祉
会
で
は
、
次
の
と

お
り
平
成
30
年
度
採
用
職
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

◆
募
集
職
種

　

介
護
職
員
、
看
護
職
員
、
生

活
相
談
員
、
介
護
支
援
専
門
員

町税等納期

※口座振替の方は、納期限前日までに口座残高の確認をお願

いします。

※町県民税と国民健康保険税はコンビニエンスストアでも納

付できます。

　ただし納付書１枚の金額が30万円を超えたり、納期限後30

日を経過した納付書は、コンビニエンスストアでは使用で

きません。

※口座振替は、指定の口座から納期限日に自動的に振り替え

て納付できる便利な制度ですので、ぜひご利用ください。

なお利用するためには申し込みが必要です。

31㊌
１ 町 県 民 税（４期）

国民健康保険税（７期）
介 護 保 険 料（６期）
後期高齢者医療保険料（６期）

◆
採
用
人
員

《
介
護
職
員
・
看
護
職
員
》　

　

各
３
人
程
度

《
生
活
相
談
員
・
介
護
支
援
専
門

員
》

　

若
干
名

◆
採
用
予
定
日

　

平
成
30
年
４
月
１
日

◆
応
募
資
格

　

各
職
種
と
も
に
、
次
の
条
件

を
す
べ
て
満
た
す
方

　

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守

さ
れ
ま
す
。

◆
日
時

　

１
月
16
日
㊋　

午
後
１
時
か

ら
午
後
４
時
ま
で

※
原
則
予
約
制
と
な
り
ま
す
。

◆
予
約
締
め
切
り
日

　

１
月
15
日
㊊
ま
で

◆
会
場

　

須
賀
川
市
役
所
２
階
ウ
ル
ト

ラ
会
議
室（
須
賀
川
市
八
幡
町

１
３
５
番
地
）

◆
予
約
受
け
付
け
先

　

財
務
省
福
島
財
務
事
務
所　

理
財
課

◆
受
付
時
間

　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で（
祝

日
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
正
午
ま

で
、
午
後
１
時
か
ら
午
後
４
時

30
分
ま
で

☎
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−
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３
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−

０
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４

（
多
重
債
務
相
談
窓
口
専
用
）

※
原
則
予
約
制
と
な
り
ま
す
が
、

受
け
付
け
状
況
に
よ
り
当
日

受
け
付
け
が
可
能
な
場
合
も

あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
来

場
く
だ
さ
い
。

（1）
次
の
資
格
を
お
持
ち
の
方

（
資
格
取
得
見
込
み
可
）

・
介
護
職
員（
介
護
福
祉
士
）

・
看
護
職
員（
准
看
護
師
・
看
護

師
）

・
生
活
相
談
員（
社
会
福
祉
主
事
、

社
会
福
祉
士
、
精
神
保
健
福

祉
士
の
い
ず
れ
か
）

・
介
護
支
援
専
門
員（
介
護
支
援

専
門
員
）

（2）
法
人
内
の
各
事
業
所
へ
通
勤
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